
『住所変更届出書』記入例

見本⑦

１．ご提出にあたって

（１） お客さまの振替口座に変更がなく、ご登録済の住所・電話番号を変更する場合は、
「住所変更届出書」を振替日の１５営業日前までにご提出ください。

【留意事項】

→ 同時に登録されている振替口座を変更される場合には、「預金口座振替依頼書」に、変更
される口座内容と合わせて、お申込者欄に変更される住所・電話番号を記載、ご提出いた
だくことにより、預金口座と住所・電話番号を同時に変更することが可能です。

※その場合、当該「住所変更届書」の提出は不要です。
※なお、「預金口座振替依頼書」は、振替日の１ヶ月前までにご提出ください。

→ 「事業所コード」は、設定されている場合のみご記入ください。

『住所変更届出書』の提出 (登録済の住所・電話番号の変更）


